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資料：文部科学省調べ

○専門課程を設置する専修学校に対し質問紙による調査を実施（約86％の専門学校から回答）

○総開設授業時数に占める各科目の授業時数の割合を算出
※ 「実習」には演習、実験、実技含む。
※ 「企業内実習」は企業や病院等において行われる実習であり、インターンシップを含む。

専門学校の各分野別の講義、実習、企業内実習の割合
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実験・実習

演習・ゼミ

講義（50人未満）

講義（50人以上
100人未満）

講義（100人以上）

資料：東京大学大学院教育学研究科 大学経営・政策研究センター
「全国大学生調査」（2007年）のデータをもとに文部科学省において作成

【調査概要】
調査期間：平成19年1月～7月
調査対象：127大学288学部 回答数 48，233人（うち４年以上は24.1%）

大学生が受けた授業の形態別割合（4年以上）
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実験・実習

一般科目、実業科目

商業実習

一般科目、実業科目

製図及び実験・実習

一般科目、実業科目

機械製図 実験・実習
一般科目、実業科目

設計製図

電気工事及び実験
実験・実習

一般科目、実業科目

製図 実験・実習

（旧制実業専門学校）
明治３６年に制定された「専門学校令」により、実業

教育を施した旧制の高等教育機関。高等工業学校、
高等商業学校、高等農林学校などが分類される。

戦後の学制改革により、多くの学校は国公立の新
制大学に改編された。

・東京高等工業学校 → 東京工業大学
・浜松高等工業学校 → 静岡大学工学部
・徳島高等工業学校 → 徳島大学工学部
・盛岡高等農林学校 → 岩手大学農学部
・山口高等商業学校 → 山口大学経済学部

（明治38年9月27日） （大正12年3月6日） （大正12年1月25日）

（大正12年1月23日） （大正11年6月23日）

一般科目、実業科目

製図
工場実習、物理学実験

旧制実業専門学校におけるカリキュラムの例

諸外国の職業教育に関する高等教育機関
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諸外国における職業教育及び資格枠組みの動向
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知・徳・体のバランスのとれた力

変化の激しいこれからの社会を生きるために、確かな学力、豊かな人間性、健康・体力の知・徳・体をバランス
よく育てることが大切。

○基礎的な知識・技能を習得し、それらを活用して、自ら考え、判断し、表現することにより、さまざまな問題に
積極的に対応し、解決する力

○自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心などの豊かな人間性
○たくましく生きるための健康や体力 など

→新しい学習指導要領では、学校で子どもたちの「生きる力」をよりいっそうはぐくむことを目指す

＜今回の改訂のポイント＞

○教育基本法の改正等で明確になった教育理念を踏まえて教育内容を見直し

教育の目標に新たに規定された内容
・能力の伸長、創造性、職業との関連を重視

・公共の精神、社会の形成に参画する態度
・生命や自然の尊重、環境の保全
・伝統と文化の尊重、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛し、他国を尊重、国際社会の平和と発展に寄与

○学力の重要な3つの要素を育成

－基礎的な知識・技能をしっかりと身に付けさせる
－知識・技能を活用し、自ら考え、判断し、表現する力をはぐくむ
－学習に取り組む意欲を養う

○道徳教育や体育などの充実により、豊かな心や健やかな体を育成

※「生きる力」は、その内容のみならず、社会において子どもたちに必要となる力をまず明確にし、そこから教育の在り方を改善す
るという考え方において、OECDのいう「主要能力（キー・コンピテンシー）」を先取りしたものといえる。

資料：中央教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について」（平成20年1月）

Ⅴ 各学校段階を通じたキャリア教育・職業教育の在り方

「生きる力」
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～学士課程共通の「学習成果」に関する参考指針～

１．知識・理解
専攻する特定の学問分野における基本的な知識を体

系的に理解するとともに、その知識体系の意味と自己の
存在を歴史・社会・自然と関連付けて理解する。
（１）多文化・異文化に関する知識の理解
（２）人類の文化、社会と自然に関する知識の理解

２．汎用的技能
知的活動でも職業生活や社会生活でも必要な技能

（１）コミュニケーション・スキル
日本語と特定の外国語を用いて、読み、書き、聞き、話す
ことができる。

（２）数量的スキル
自然や社会的事象について、シンボルを活用して分析し、
理解し、表現することができる。

（３）情報リテラシー
情報通信技術（ＩＣＴ）を用いて、多様な情報を収集・分析
して適正に判断し、モラルに則って効果的に活用すること
ができる。

（４）論理的思考力
情報や知識を複眼的、論理的に分析し、表現できる。

（５）問題解決力
問題を発見し、解決に必要な情報を収集・分析・整理し、
その問題を確実に解決できる。

３．態度・志向性
（１）自己管理力

自らを律して行動できる。

（２）チームワーク、リーダーシップ
他者と協調・協働して行動できる。また、他者に方向性を示し、
目標の実現のために動員できる。

（３）倫理観
自己の良心と社会の規範やルールに従って行動できる。

（４）市民としての社会的責任
社会の一員としての意識を持ち、義務と権利を適正に行使し
つつ、社会の発展のために積極的に関与できる。

（５）生涯学習力
卒業後も自律・自立して学習できる。

４．統合的な学習経験と創造的思考力
これまでに獲得した知識・技能・態度等を総合的に活用し、自ら

が立てた新たな課題にそれらを適用し、その課題を解決する能力

各専攻分野を通じて培う、学士課程共通の学習成果

資料：中央教育審議会答申「学士課程教育の構築に向けて」(平成20年12月)

「学士力」

小 学 校
中 学 校 高 等 学 校

低 学 年 中 学 年 高 学 年

職業的（進路）発達の段階 進路の探索・選択にかかる基盤形成の時期 現実的探索と暫定的選択の時期 現実的探索・試行と社会的移行準備の時期

小～高等学校段階 ・自己及び他者への積極的関心の形成・発展 ・肯定的自己理解と自己有用感の獲得 ・自己理解の深化と自己受容○職業的 進路 発達課題（ ） （ ）
・身のまわりの仕事や環境への関心・意欲の向上 ・興味・関心等に基づく職業観・勤労観の形成 ・選択基準としての職業観・勤労観の確立各発達段階において達成しておくべき課題を，
・夢や希望，憧れる自己イメージの獲得 ・進路計画の立案と暫定的選択 ・将来設計の立案と社会的移行の準備進路・職業の選択能力及び将来の職業人として
・勤労を重んじ目標に向かって努力する態度の形成 ・生き方や進路に関する現実的探索 ・進路の現実吟味と試行的参加必要な資質の形成という側面から捉えたもの。

職業的（進路）発達にかかわる諸能力
職 業 的 （ 進 路 ） 発 達 を 促 す た め に 育 成 す る こ と が 期 待 さ れ る 具 体 的 な 能 力 ・ 態 度

領域 領域説明 能力説明

人 【自他の理解能力】 ・自分の良さや個性が分かり，他者の良さや感情を ・自己の職業的な能力・適性を理解し，それを受他者の個性を ・自分の好きなことや嫌 ・自分のよいところを見つ ・自分の長所や欠点に気付
間 理解し，尊重する。 け入れて伸ばそうとする。尊重し，自己の 自己理解を深め，他者 なことをはっきり言う｡ ける。 き，自分らしさを発揮す

個性を発揮しな の多様な個性を理解し， ・友達と仲良く遊び，助 ・友達のよいところを認 る。 ・自分の言動が相手や他者に及ぼす影響が分かる。 ・他者の価値観や個性のユニークさを理解し，そ関
がら，様々な人 互いに認め合うことを大 け合う。 め，励まし合う。 話し合いなどに積極的に ・自分の悩みを話せる人を持つ。 れを受け入れる。係 ・
々とコミュニケ 切にして行動していく能 ・お世話になった人など ・自分の生活を支えている 参加し，自分と異なる意 ・互いに支え合い分かり合える友人を得る。形
ーションを図 力 に感謝し親切にする。 人に感謝する。 見も理解しようとする。成
り，協力・共同能
してものごとに ・あいさつや返事をす ・自分の意見や気持ちをわ ・思いやりの気持ちを持 ・ ・自己の思いや意見を適切に伝え，他者の意志等力 【コミュニケーション能 他者に配慮しながら，積極的に人間関係を築こう
取り組む。 る。 かりやすく表現する。 ち，相手の立場に立って を的確に理解する。力】 とする。

・人間関係の大切さを理解し，コミュニケーション ・異年齢の人や異性等，多様な他者と，場に応じ多様な集団・組織の中 ・ ありがとう」や「ご ・友達の気持ちや考えを理 考え行動しようとする。「
・異年齢集団の活動に進ん スキルの基礎を習得する。 た適切なコミュニケーションを図る。で，コミュニケーション めんなさい」を言う。 解しようとする。

で参加し，役割と責任を ・リーダーとフォロアーの立場を理解し，チームを ・リーダー・フォロアーシップを発揮して，相手や豊かな人間関係を築き ・自分の考えをみんなの ・友達と協力して，学習や
果たそうとする。 組んで互いに支え合いながら仕事をする。 の能力を引き出し，チームワークを高める。ながら，自己の成長を果 前で話す。 活動に取り組む。

たしていく能力 ・新しい環境や人間関係に適応する。 ・新しい環境や人間関係を生かす。

情 【情報収集・探索能力】 ・身近で働く人々の様子 ・いろいろな職業や生き方 ・身近な産業・職業の様子 ・産業・経済等の変化に伴う職業や仕事の変化のあ ・卒業後の進路や職業・産業の動向について，多学ぶこと・働
報 が分かり，興味・関心 があることが分かる。 やその変化が分かる。 らましを理解する。 面的・多角的に情報を集め検討する。くことの意義や 進路や職業等に関する

役割及びその多 様々な情報を収集・探索 ・分からないことを，図鑑 ・就職後の学習の機会や上級学校卒業時の就職等活 を持つ。 ・自分に必要な情報を探 ・上級学校・学科等の種類や特徴及び職業に求めら
様性を理解し， するとともに，必要な情 などで調べたり，質問し に関する情報を探索する。用 す。 れる資格や学習歴の概略が分かる。

能 ・生き方や進路に関する情報を，様々なメディアを ・職業生活における権利・義務や責任及び職業に幅広く情報を活 報を選択・活用し，自己 たりする。 ・気付いたこと，分かった
力 通して調査・収集・整理し活用する。 就く手続き・方法などが分かる。用して，自己の の進路や生き方を考えて ことや個人・グループで

進路や生き方の いく能力 まとめたことを発表す ・必要応じ 獲得した情報に創意工夫を加え 提示 ・調べたことなどを自分の考えを交え，各種メデ， ， ，
選択に生かす。 る。 発表，発信する。 ィアを通して発表・発信する。

【職業理解能力】 ・係や当番の活動に取り ・係や当番活動に積極的に ・施設・職場見学等を通 ・将来の職業生活との関連の中で，今の学習の必要 ・就業等の社会参加や上級学校での学習等に関す
組み，それらの大切さ かかわる。 し，働くことの大切さや 性や大切さを理解する。 る探索的・試行的な体験に取り組む。様々な体験等を通して，
が分かる。 ・働くことの楽しさが分か 苦労が分かる。 ・体験等を通して，勤労の意義や働く人々の様々な ・社会規範やマナー等の必要性や意義を体験を通学校で学ぶことと社会・

る。 ・学んだり体験したりした 思いが分かる。 して理解し，習得する。職業生活との関連や，今
ことと，生活や職業との ・多様な職業観・勤労観を理解し，職業・勤労にしなければならないこと ・係・委員会活動や職場体験等で得たことを，以後
関連を考える。 対する理解・認識を深める。などを理解していく能力 の学習や選択に生かす。

将 【役割把握・認識能力】 ・家の手伝いや割り当て ・互いの役割や役割分担の ・社会生活にはいろいろな ・自分の役割やその進め方，よりよい集団活動のた ・学校・社会において自分の果たすべき役割を自夢や希望を持
来 られた仕事・役割の必 必要性が分かる。 役割があることやその大 めの役割分担やその方法等が分かる。 覚し，積極的に役割を果たす。って将来の生き 生活・仕事上の多様な
設 要性が分かる。 ・日常の生活や学習と将来 切さが分かる。 ・日常の生活や学習と将来の生き方との関係を理解 ・ライフステージに応じた個人的・社会的役割や方や生活を考 役割や意義及びその関連
計 の生き方との関係に気付 ・仕事における役割の関連 する。 責任を理解する。え，社会の現実 等を理解し，自己の果た
能 く。 性や変化に気付く。 ・様々な職業の社会的役割や意義を理解し，自己の ・将来設計に基づいて，今取り組むべき学習や活を踏まえなが すべき役割等についての
力 生き方を考える。 動を理解する。ら，前向きに自 認識を深めていく能力

己の将来を設計
【計画実行能力】 ・作業の準備や片づけを ・将来の夢や希望を持つ。 ・将来のことを考える大切 ・将来の夢や職業を思い描き，自分にふさわしい職 ・生きがい・やりがいがあり自己を生かせる生きする。

する ・計画づくりの必要性に気 さが分かる。 業や仕事への関心・意欲を高める。 方や進路を現実的に考える。目標とすべき将来の生
・決められた時間やきま 付き，作業の手順が分か ・憧れとする職業を持ち， ・進路計画を立てる意義や方法を理解し，自分の目 ・職業についての総合的・現実的な理解に基づいき方や進路を考え，それ

りを守ろうとする。 る。 今，しなければならない 指すべき将来を暫定的に計画する。 て将来を設計し，進路計画を立案する。を実現するための進路計
ことを考える。 ・将来の進路希望に基づいて当面の目標を立て，そ ・将来設計，進路計画の見直し再検討を行い，そ画を立て，実際の選択行 ・学習等の計画を立てる。

の達成に向けて努力する。 の実現に取り組む。動等で実行していく能力

意 【選択能力】 ・自分の好きなもの，大 ・自分のやりたいこと，よ ・係活動などで自分のやり ・自己の個性や興味・関心等に基づいて，よりよい ・選択の基準となる自分なりの価値観，職業観・自らの意志と
思 切なものを持つ。 いと思うことなどを考 たい係，やれそうな係を 選択をしようとする。 勤労観を持つ。責任でよりよい 様々な選択肢について
決 え，進んで取り組む。 選ぶ。 ・選択の意味や判断・決定の過程，結果には責任が ・多様な選択肢の中から，自己の意志と責任で当選択・決定を行 比較検討したり，葛藤を ・学校でしてよいことと
定 伴うことなどを理解する。 面の進路や学習を主体的に選択する。うとともに，そ 克服したりして，主体的 悪いことがあることが ・してはいけないことが分 ・教師や保護者に自分の悩
能 ・進路希望を実現するための諸条件や課題を理解の過程での課題 に判断し，自らにふさわ 分かる。 かり，自制する。 みや葛藤を話す。 ・教師や保護者と相談しながら，当面の進路を選択
力 し，実現可能性について検討する。や葛藤に積極的 しい選択・決定を行って し，その結果を受け入れる。

・選択結果を受容し，決定に伴う責任を果たす。に取り組み克服 いく能力
する。

【課題解決能力】 ・自分のことは自分で行 ・自分の仕事に対して責任 ・将来設計，進路希望の実現を目指して，課題を・生活や学習上の課題を見 ・学習や進路選択の過程を振り返り，次の選択場面
おうとする。 を感じ，最後までやり通 設定し，その解決に取り組む。意思決定に伴う責任を つけ，自分の力で解決し に生かす。

そうとする。 ・よりよい生活や学習，進路や生き方等を目指して ・自分を生かし役割を果たしていく上での様々な受け入れ，選択結果に適 ようとする。
・自分の力で課題を解決し ・将来の夢や希望を持ち， 自ら課題を見出していくことの大切さを理解する 課題とその解決策について検討する。応するとともに，希望す 。

る進路の実現に向け，自 ・理想と現実との葛藤経験等を通し，様々な困難ようと努力する。 実現を目指して努力しよ ・課題に積極的に取り組み，主体的に解決していこ
ら課題を設定してその解 を克服するスキルを身につける。うとする。 うとする。
決に取り組む能力

資料：国立教育政策研究所 生徒指導研究センター「児童生徒の職業観・勤労観を育む教育の推進に関する調査研究報告書」(平成14年11月)

※太字は、「職業観・勤労観の育成」との関連が特に強いものを示す

職業観・勤労観を育む学習プログラムの枠組み（例）
－職業的（進路）発達にかかわる諸能力の育成の視点から
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資料：経済産業省「社会人基礎力に関する研究会-中間
取りまとめ-」（平成18年1月)

自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力

例）チームで仕事をするとき、自分がどのような役割を果たすべきかを理解する。
状況把握力

自分の意見をわかりやすく伝える力

例）自分の意見をわかりやすく整理した上で、相手に理解してもらうように的確に伝える。
発信力

チームで
働く力
（チーム
ワーク）

相手の意見を丁寧に聴く力

例）相手の話しやすい環境をつくり、適切なタイミングで質問するなど相手の意見を引き出
す。

傾聴力

意見の違いや立場の違いを理解する力

例）自分のルールややり方に固執するのではなく、相手の意見や立場を尊重し理解する。
柔軟性

実行力

働きかけ力

課題発見力

課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力

例）課題の解決に向けた複数のプロセスを明確にし、「その中で最善のものは何か」を検
討し、それに向けた準備をする。

計画力

他人に働きかけ巻き込む力

例）「やろうじゃないか」と呼びかけ、目的に向かって周囲の人々を動かしていく。

内 容能力要素分 類

物事に進んで取り組む力

例）指示を待つのではなく、自らやるべきことを見つけて積極的に取り組む。
主体性

前に踏み
出す力
（アクショ
ン） 目的を設定し確実に行動する力

例）言われたことをやるだけでなく自ら目標を設定し、失敗を恐れず行動に移し、粘り強く
取り組む。

現状を分析し目的や課題を明らかにする力

例）目標に向かって、自ら「ここに問題があり、解決が必要だ」と提案する。
考え抜く
力
（シンキン
グ）

ストレスの発生源に対応する力

例）ストレスを感じることがあっても、成長の機会だとポジティブに捉えて肩の力を抜いて
対応する。

ストレスコン
トロール力

社会のルールや人との約束を守る力

例）状況に応じて、社会のルールに則って自らの発言や行動を適切に律する。
規律性

創造力
新しい価値を生み出す力

例）既存の発想にとらわれず、課題に対して新しい解決方法を考える。

組織や地域社会の中で多様な人々とともに仕事を行っていく上で必要な基礎的な能力

「社会人基礎力」

資料：厚生労働省「若年者の就職能力に関する実態調査」結果（平成16年1月）

集団社会に必要な気持ちの良い受け答えやマナーの良い対応ができる基本的なマナービジネスマナー

内容要素能力

社会人として必要なコンピュータの基本機能の操作や情報処理・活用ができる情報技術関係

社会人として必要な経理・会計、財務に関する知識を持ち活用ができる経理・財務関係

社会人として必要な英語に関する知識を持ち活用ができる

社会人として必要な常識を持っている

職務遂行に必要な数学的な思考方法や知識を持っている

職務遂行に必要な文書知識を持っている

職業や勤労に対する広範な見方・考え方を持ち、意欲や態度等で示すことができる

働くことへの関心や意欲を持ちながら進んで課題を見つけ、レベルアップを目指すことができる

社会の一員として役割の自覚を持っている

状況にあった訴求力のあるプレゼンができる

双方の主張の調整を図り調和を図ることができる

自己主張と傾聴のバランスを取りながら効果的に意思疎通ができる

語学力関係

資格取得

社会人常識

計算・数学的思考

読み書き基礎学力

職業意識・勤労観

向上心・探求心

責任感職業人意識

自己表現力

協調性

意思疎通コミュニケーション
能力

事務・営業の職種について、就職基礎能力のそれぞれの能力の具体的な内容についてレベル分け(＝基礎(高校卒業レベル)、応用(大学卒業レベル)）を行い、「就職基礎能力修得の目安」として整理

企業が採用に当たって重視し、基礎的なものとして比較的短期間の訓練により
向上可能な能力

「就職基礎能力」
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17.0% 
表現力・プレゼン
テーション能力

16.6%
常に新しい知識・能
力を学ぼうとする力

23.6%論理的思考力18.1%問題解決力第５位

23.0% 
専門知識・
研究内容

17.2%
表現力・プレゼン
テーション能力

28.0%
専門知識・
研究内容

21.7%論理的思考力第４位

37.8%行動力・実行力38.6%行動力・実行力38.2%協調性43.4%協調性第３位

59.3%協調性59.3%協調性45.3%行動力・実行力49.5%行動力・実行力第２位

77.0%熱意・意欲78.6%熱意・意欲70.5%熱意・意欲77.2% 熱意・意欲第１位

専門学校卒短期大学卒大学院卒大学卒

○新卒の採用選考の際、特に重視する能力

資料：(社)日本経済団体連合会
「2008年度・新卒者採用に関するアンケート調査結果」（平成21年4月）

資料：(社)経済同友会
「企業の採用と教育に関するアンケート調査」（平成20年5月）

○新卒者採用の選考に当たっての重視点

(社)日本経済団体連合会の調査

(社)経済同友会の調査

（％）

新規採用にあたって重視する点
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今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（審議経過報告の構成）

○後期中等教育における学校制度の経緯とキャリア教育・

 
職業教育の課題

 
○後期中等教育におけるキャリア教育・職業教育の基本的

 
な考え方

 
○高等学校におけるキャリア教育・職業教育の充実と高等

 
学校の在り方

 
○専修学校高等課程（高等専修学校）におけるキャリア教

 
育・職業教育の在り方

○高等教育制度の経緯と職業教育の課題

 
○高等教育における職業教育の充実の方向性

 
○各高等教育機関における職業教育の充実と、職業実践的

 
な教育に特化した枠組みの整備

 
○大学・短期大学・高等専門学校・専門学校における職業教

 
育の充実のための方策

現状と課題

改革の基本的方向性

後期中等教育におけるキャリア教育・職業教育の在り方 高等教育における職業教育の在り方

各学校段階を通じたキャリア教育・職業教育の在り方

経済・社会の現状と課題
～経済・社会情勢の変化、人材育成システムの
変化、人材ニーズの高度化と迅速な育成の要請

学校の現状と課題
～社会・職業との関連や、

 
実践性の薄さ

社会全体を通じた現状と課題
～職業教育の重要性
に対する認識不足

勤労観・職業観や、社会的・職業的自立に必要な

 
能力等を、義務教育から高等教育に至るまで体

 
系的に身に付けさせるため、キャリア教育の視点

 
に立ち、社会・職業とのかかわりを重視しつつ教

 
育の改善・充実を図る。

○中途退学者等への支援 ○学校と産業界をはじめとする地域の連

 
携、学校間や関係府省間等の連携

○キャリア教育・職業教育の質の保証・向上

社会的・職業的自立、学校から社会・職業への円滑な

 

移行に共通して必要な能力等の明確化など

我が国の発展のために重要な役割を果たす職

 
業教育の意義を再評価し、職業教育を体系的に

 
整備するとともに、その実践性を高める。

学びたい者が、いつでも、社会・職業に関して必

 
要な知識・技能等を学び直したり、更に深く学ん

 
だりすることにより、職業に関する能力の向上や

 
職業の変更等が可能となるよう、生涯学習の観

 
点に立ち、キャリア形成支援の充実を図る。

若者の現状と課題
～勤労観・職業観の形成など、社会的・職業的
自立、社会・職業への移行に向けた準備が不十分
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○社会・職業への円滑な移行
○社会的・職業的自立

○若者の自立、社会・職業への移行に大きな課題
（６０万人超の若年無業者や１７０万人超のフリーターの存在、就職後３年以内の離職者が中学校卒で７割、高等学

 
校卒で５割、大学等卒で４割）

○改正教育基本法においては「自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んず

 
る態度を養うこと」を教育の目標の一つとして新たに規定

社会的・職業的自立を促すキャリア教育の充実

○キャリア教育を「社会的・職業的自立に向け、必要な知識、技能、態度を育む教育」と位置付け、義務教育から高等

 
教育に至るまで体系的に推進

小学校

○社会生活の中での自ら

 
の役割や、働くこと、夢を

 
持つことの大切さの理解

○自立した職業人として

 
必要な自己学習力、

 
キャリアデザイン力
など

○自立的に生きる基礎を培う
（教育基本法第５条第２項）

各段階において具体的に求められる能力及びその育成方法等について、更に検討

中学校 高等学校等 高等教育

など

○社会における自らの役割・

 
生き方を考え、目標を立

 
てて計画的に取り組む態

 
度の育成

○社会・経済の現状につい

 
ての基本的理解

○勤労・職業の社会的意

 
義・役割の体験的な理解

 
など

○「学ぶこと」や「働くこと」

 
への意欲や積極的な態

 
度の育成

○卒業後の進路を問わ

 
ず、社会の中で自らの

 
キャリア形成を計画し、

 
実行できる力の育成

 
など

○キャリア教育を通じた

 
社会性、自主性・自律

 
性、関心・意欲等の涵

 
養

○興味・関心の幅の拡大、

 
自己及び他者への積極

 
的関心の形成

○職業分野において必要

 
な専門的知識・技能と、

 
それを生かしつつ活躍

 
していくために必要とな

 
る実践性、創造性等の

 
能力
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高等学校の改善・充実

後期中等教育におけるキャリア教育・職業教育の在り方

・

 

多様な生徒が進学してくる中で高等学校が多様化

 

（多様な内容を様々な方法で学ぶことができる仕組み）
・

 

卒業後、約２１万人が就職。また、進学も就職もしない者が約５％存在

 

（社会的・職業的自立に向けた指導・支援が不十分）
・

 

学科を問わず、高等教育機関への進学率が上昇

 

（「とりあえず」進学する者の増加、職業人として求められる能力の高度化への対応）

基本的な考え方

・

 

より実践的な職業教育の機会の提供

 

・

 

高等学校中途退学者・不登校経験者等の社会的自立を支援する教育機関としての役割

専修学校高等課程（高等専修学校）の改善・充実

・

 

教科活動を含めたすべての教育活動を通じたキャリア教育の実践

・

 

キャリア教育の中核となる教科・科目等の明確化の検討

・

 

すべての教員のキャリア教育に関する資質の向上

・

 

校内体制の整備、学校外との協力体制の整備

・

 

職業教育の高度化に関する各地域の潜在的ニーズの把握

・

 

専門高校を基にした高等専門学校の設置の可能性

・

 

高等学校専攻科の在り方と高等教育機関との接続

高等学校制度（特に専門学科）の改善の方向性

・

 

成果・課題の検証が必要

・

 

学科の区分の在り方

今後の検討課題

職業人として必要な専門的な知識・技能の高度化への対応

・

 

教員の指導力の向上、実務経験を有する者の教員への登用の促進

・

 

施設・設備の改善・充実

・

 

地方産業教育審議会の活性化など、地域の産業・社会との連携・交流

基本的
な方向

（専攻科に係る教員資格等の基準の在り方、単位認定・編入学等の検討）

・

 

進路指導の改善・充実

・

 

職業教育の充実方策の検討

・

 

一定の分野に共通する基礎的・基本的な知識・技能の習得の重視
・

 

教員、施設・設備等の教育条件の重点的な整備

・

 

地域の産業・社会における人材需要の適切な把握・対応

① 「学ぶこと」や「働くこと」への意欲・態度、進路を問わず社会の中で自らのキャリア形成を計画・実行できる力を育成

② 職業に円滑に移行する準備、自己の将来の可能性の両面から、職業教育の重要性は依然として高い

・

 

就業体験活動等の多様な体験
活動の機会の充実

・

 

職業教育の質の保証・向上

する仕組み（学習ポートフォリオ）の検討

関係府省間等の連携

・

 

中途退学者等への支援
・

 

学校と産業界をはじめとする地域の連携、学校間、

※ 各学校段階に共通する課題

・

 

学習活動の過程や成果に関する情報を集積・活用

発達段階に応じたキャリア教育

 

職業従事に必要な知識・技能・態度をはぐくむ職業教育

 

双方の充実が重要

総合学科（普通教育・専門教育を選択履修）

専門学科（専門教育を主とする学科）

普通科（普通教育を主とする学科）

職業教育充実のための連携強化

組織的・計画的なキャリア教育の実践

 

（各学科に共通する方策）

特に、
普通科における充実

 
を優先的に検討
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高等教育における職業教育の在り方

職業実践的な教育に特化した枠組みの整備を検討する必要

具体的な制度化の検討

各高等教育機関の役割・機能を明確化し、養成する人材像に応じた職業教育の充実を促進

○大学・短大：養成する人材像に応じた職業教育の質の向上

 

等

（学士課程：①企業等で幅広く活躍する職業人養成、②科学的・専門的知識を有する技術者養成、

③業務独占資格を有する専門職養成、④芸術・体育等特定分野の専門家養成、

⑤特定の職業を念頭に置かない職業・社会への準備教育等、短大は①③⑤に重点）

○高等専門学校：地域の産業界等との連携・促進による教育内容・方法の充実

 

等

○専門学校：制度的柔軟性を生かし、幅広いニーズに対応した多様な職業教育の展開

 

等

①

 

職業実践的な学校教育を通じて人材育成・キャリア形成を行う高等教育機関の整備促進

・諸外国の職業教育に関する高等教育機関の整備の状況も踏まえた高等教育システムの見直し

・学術性を特段に問わない枠組みの制度化により、職業実践的な教育を行う機関の整備を促進

②

 

社会から求められる人材育成ニーズへの積極的な対応

・経済社会活動のボリュームゾーンをなす中堅人材として活躍する実践的・創造的な職業人の

育成ニーズに積極的かつスピーディーに対応する必要

③

 

高等教育全体における職業教育システムの構築
・新たな枠組みの制度化が、各機関の職業教育の充実を促し、職業教育システム構築の契機に

大学・短大・高専・
専門学校における
職業教育の充実

【大学制度の枠組みの中での検討】

←２種類の大学を設けることになら

ないか。政策の方向性や国際通用

性確保の観点から適当か。

優れた職業教育の

取組への支援等

職業教育充実の

ための方策を検討

【教育課程】実験・実習等の割合を重視（例えば４割～５割）、インターンシップの義務付け、

教育課程編成における企業等との連携の制度的確保など

【教員資格・教員構成】実務卓越性（実務知識・経験の有無、職業資格等）を重視

→今後更に、大学・短期大学等に

 
おける職業教育の充実方策を含

 
め、総合的に検討していく必要

【大学等と別の学校として検討】

←制度面、実体面から既存の大学等

 
との関係をどう整理するか。

←社会的な認知

新たな枠組みのイメージ

各高等教育機関における職業教育の充実の方向性

職業実践的な教育に特化した枠組みについての検討

新たな枠組みの必要性

①人材育成・キャリア形成に関する高等教育機関の役割の見直しと、職業教育の重要性を踏まえた高等教育の展開

②職業教育の観点から各高等教育機関が果たす役割・機能の明確化と、それぞれの特性を生かした職業教育の充実

③教育界と産業界との連携・対話による、求められる人材像・能力等の共有と、求められる能力の育成につながる教育の充実

基本的な考え方
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２０文科生第５９６号

中 央 教 育 審 議 会

次に掲げる事項について，別紙理由を添えて諮問します。

今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について

平成２０年１２月２４日

文部科学大臣 塩 谷 立
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（諮問）今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について

諮問理由

産業構造の変化や雇用の多様化・流動化、様々な分野での国際競争の激化、少

子高齢化の進行など、社会全体が大きく変化するなか、学校には、社会人・職業人と

して自立した人材の育成が強く求められている。

一方で、フリーター・若年無業者や、新卒者の早期離職が問題となるなど、学校か

ら社会・職業への移行が必ずしも円滑に行われていない状況も見られる。

このような状況に鑑み、平成１８年に改正された教育基本法においては、教育の目

標の一つとして、「職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと」

が規定され、本年７月に閣議決定された教育振興基本計画においても、「特に重点

的に取り組むべき事項」として「キャリア教育・職業教育の推進」が挙げられたところで

ある。

これらを踏まえ、今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について、

中長期的展望に立ち、総合的な視野の下、検討を行う必要がある。
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諮問理由説明

社会が複雑化、多様化する中、経済のサービス化、終身雇用・年功型賃金・新卒

一括採用といった雇用慣行の変化、非正規雇用の増加、企業における職業教育訓

練の縮小など、我が国の産業構造・就業構造は大きく変化してきております。

このようななか、学生・生徒等の職業に関する興味・関心や進路も多様化するとと

もに、約１８１万人にも及ぶフリーター、約６２万人にも及ぶ若年無業者の存在や、新

卒者の早期離職（就業後３年以内の離職者が中学校卒業者で約７割、高等学校卒

業者で約５割、大学等卒業者で約４割）が問題になるなど、学生・生徒の社会・職業

への移行が円滑に行われていない状況も見られるところです。

他方、我が国においては、輸出の９割以上を工業製品が占めるなど、ものづくりを

基盤として発展を遂げてきましたが、団塊世代の技術者の一斉退職や、アジア諸国

の台頭をはじめとする国際競争の激化等に伴い、ものづくり基盤技術等を継承、発

展させる人材の育成が課題となっております。

これからの学校には、このような産業構造・就業構造の変化や社会の要請等に適

切に対応しつつ、初等中等教育から高等教育にかけて発達段階を踏まえたキャリア

教育・職業教育を推進することにより、各発達段階において社会・職業への円滑な移

行に必要な知識・技能や勤労観・職業観等をしっかりと育成し、学生・生徒等が将来

の基盤を築き、自立して生きていくことができるようにしていくことが求められています。

中央教育審議会においては、平成１１年に「初等中等教育と高等教育との接続の

改善について」答申をまとめられ、その中で、学校教育と職業生活の接続の改善方

策として、キャリア教育の推進等についてご提言いただきました。これを受け、文部科

学省においては、初等中等教育から高等教育にかけてキャリア教育・職業教育を推

進してきたところですが、その後の約十年間において雇用市場など経済・社会の変

化や、学生・生徒等の興味・関心、進路等の多様化がより一層進む中、キャリア教育

・職業教育の充実、とりわけ実際に社会・職業への移行が始まる後期中等教育以降

におけるキャリア教育・職業教育の格段の充実が課題となっております。

このような観点から、第一に、社会・職業への円滑な移行のために学生・生徒に求

められる基礎的・汎用的な能力について、初等中等教育、高等教育それぞれの段階

に即して明らかにするとともに、発達段階に応じてその確実な育成を図り、その質を

保証していくための体系的なキャリア教育の充実方策について、ご検討をお願いい

たします。
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第二に、職業に関する専門的、実践的な知識・技能等を身につけさせるための職

業教育の在り方について、後期中等教育から高等教育を見通しつつ、以下の観点を

踏まえ、ご検討をお願いいたします。

まず、後期中等教育段階、とりわけ高等学校における職業教育の在り方について

であります。

高等学校については、中学校卒業者の９７％以上が進学するなど、義務教育では

ないものの、国民的な教育機関となっており、生徒の興味・関心、進路等の多様化が

学科を超えて進むとともに、学力・学習意欲等の面で課題が見られるところです。

このようななか、我が国の経済・社会の将来展望も踏まえつつ、中長期的視点から、

生徒の多様なニーズに柔軟に応える職業教育の在り方について、ご検討をお願いい

たします。その際、専門学科については、職業人として必要とされる知識・技能等が

高度化していることや高等教育進学率が４割以上に高まっている状況にも鑑み、これ

までの３年間で即戦力となる人材育成を目指す教育のみならず、例えば、高等教育

機関との接続の円滑化や専攻科の位置づけなど、その職業教育の在り方について、

ご検討をお願いいたします。また、普通科については、専門学科に比べ、卒業後進

学も就職もしなかった者の割合が高くなっていること等も踏まえ、併せてご検討をお

願いいたします。

次に、高等教育段階における職業教育の在り方についてであります。

経済・社会の複雑化等に伴い、より実践的な知識・技能及びその高度化が求めら

れるなか、高等教育段階における職業教育の重要性が高まっております。

各高等教育機関においては、近年、キャリア支援のための取組を充実させるととも

に、それぞれの目的に従って職業教育を推進しておりますが、「大学全入時代」と言

われる状況のなか、学生の学力・学習意欲の低下、目的意識の希薄化等が指摘され

ており、卒業者の１割強が進学も就職もしていない状況にあります。

このようななか、各高等教育機関それぞれの目的・役割を明確化するとともに、学

生等の社会・職業への円滑な移行に向けた教育システムを形成するといった観点か

ら、例えば多様なニーズに対応するための職業教育に特化した新たな高等教育機

関の創設も含め、高等教育における職業教育の在り方について、ご検討をお願いい

たします。

更に、社会人等の高度な職業教育ニーズに高等教育機関等が十分に応えていく

ための仕組み等について、ご検討をお願いいたします。

なお、高等教育段階における上記諸課題につきましては、このたびおとりまとめい

ただきました学士課程教育及び高等専門学校教育に関する答申や、去る９月に諮問

させていただきました「中長期的な大学教育の在り方について」に係る議論との関連

も踏まえ、ご検討いただきますよう、お願いいたします。

以上、今後の審議に当たり、特にご検討をお願いしたい点について申し上げまし

た。委員の皆様におかれましては、幅広い観点から忌憚のないご意見をいただきま

すようお願いいたします。
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今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について

 （平成２０年１２月２４日中央教育審議会に諮問）＜概要＞

○経済のサービス化の進展など産業構造が変化
○終身雇用・年功型賃金・新卒一括採用の変化、非正規雇
用の増加など就業構造が変化

○団塊世代の退職や国際競争の激化等に伴い、ものづくり
等の人材育成が課題になる一方、企業内訓練は縮小

○180万人を超えるフリーター、60万人を超える若年無業者

○中卒で約７割、高卒で約５割、大学等卒で約４割が就職後
３年以内に離職

○学生・生徒の興味・関心、進路等が多様化
（例えば、専門高校からも４割以上が高等教育機関に進学）

○教育基本法（H18.12改正）：「教育の目標」として、「職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養う」ことを規定
○教育振興基本計画（H20.7閣議決定）：「特に重点的に取り組むべき事項」として、「キャリア教育・職業教育の推進」を明示

○学校から社会・職業への円滑な移行に必要な基礎的・汎用的能力の明確化と、発達段階に応じた体系的な
キャリア教育の在り方

○普通科・専門学科・総合学科といった学科を超えて多様化する生徒のニーズに応じた職業教育の在り方
（例えば、高等教育との接続の円滑化、専攻科の位置づけ）

○職業に関する知識・技能の高度化が求められる中での各高等教育機関における職業教育の在り方

（例えば、職業教育に特化した新たな高等教育機関の創設）

今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について、中央教育審議会に諮問

初等中等教育から高等教育を通じ、中長期的視点から、以下の点を中心に幅広く検討

経済・社会の現状 若者の現状

○

 

後期中等教育から高等教育にかけ、学校から社会・職業への円滑な移行に向けた対応が課題に
○

 

特に高等教育においては、職業に関するより実践的かつ高度な知識・技能の育成が課題に

中央教育審議会では、総会直属の「キャリア教育・職業教育特別部会」を設置し、審議中
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中央教育審議会（第５期）キャリア教育・職業教育特別部会委員名簿
現在H21.6.29

（５０音順 敬称略）
（計３０名）

（◎：部会長、○：副部会長）
安 彦 忠 彦 早稲田大学教育・総合科学学術院教授（特任）
荒 瀬 克 己 京都市立堀川高等学校長

○浦 野 光 人 社団法人経済同友会幹事、財団法人産業教育振興中央会理事
長、株式会社ニチレイ代表取締役会長

江 上 節 子 東日本旅客鉄道株式会社顧問、早稲田大学大学院客員教授、
武蔵大学社会学部教授

大 竹 通 夫 全国高等専修学校協会会長、学校法人大竹学園理事長
荻 上 紘 一 独立行政法人大学評価・学位授与機構教授
片 山 善 博 慶應義塾大学法学部教授、前鳥取県知事
加 藤 裕 治 財団法人中部産業・労働政策研究会理事長、全日本自動車産

業労働組合総連合会顧問
川 越 宏 樹 全国専修学校各種学校総連合会副会長、学校法人宮崎総合学

院理事長
○木 村 孟 東京都教育委員会委員長、東京工業大学名誉教授
黒 田 壽 二 日本私立大学協会副会長、金沢工業大学学園長・総長
郷 通 子 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構理事
小 杉 礼 子 独立行政法人労働政策研究・研修機構統括研究員
坂 戸 誠 一 全国中小企業団体中央会副会長、株式会社坂戸工作所代表取

締役社長
佐 藤 弘 毅 日本私立短期大学協会会長、学校法人目白学園理事長、目白

大学・目白大学短期大学部学長
佐 藤 禎 一 東京国立博物館長、政策研究大学院大学理事・参議
佐 藤 義 雄 社団法人全国工業高等学校長協会理事長、山形県立山形工業

高等学校長
髙 橋 正 夫 社団法人全国高等学校ＰＴＡ連合会顧問、株式会社日構設計

代表取締役社長
橘 木 俊 詔 同志社大学経済学部教授

◎田 村 哲 夫 学校法人渋谷教育学園理事長、渋谷教育学園幕張中学校・高
等学校長

寺 田 盛 紀 名古屋大学大学院教育発達科学研究科教授
中 込 三 郎 全国専修学校各種学校総連合会会長、学校法人中込学園理事長
中 村 胤 夫 日本商工会議所・東京商工会議所特別顧問、日本小売業協会

会長、株式会社三越相談役、東京藝術大学経営協議会委員
根 岸 均 秋田県教育委員会教育長
長谷川 淳 独立行政法人国立高等専門学校機構顧問、北海道情報大学学

長
藤 江 一 正 社団法人日本経済団体連合会教育問題委員会企画部会長、

日本電気株式会社特別顧問
宮 本 みち子 放送大学教養学部教授
森 脇 道 子 日本私立短期大学協会副会長、自由が丘産能短期大学学長
吉 本 圭 一 九州大学大学院人間環境学研究院教授
渡 辺 三枝子 立教大学大学院特任教授、筑波大学キャリア支援室シニアア

ドバイザー
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キャリア教育・職業教育特別部会の審議経過について 
  
 

○第 1回 平成 21 年 1 月 16 日(金) 14:30～17:00 

   議題 （１）部会長の選任等 

（２）今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について(自由討議) 

       （３）その他 

 
○懇談会 平成 21 年 2 月 4 日(水) 14:00～17:00 

議題 （１）今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について(自由討議) 

       （２）その他 

 
○第 2回 平成 21 年 2 月 24 日(火) 12:00～15:00 

   議題 （１）部会長の選任等 

（２）今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について(自由討議) 

       （３）その他 

 
○第 3回 平成 21 年 3 月 11 日(水) 16:30～18:30 

議題 （１）学校から社会・職業への円滑な移行に必要な基礎的・汎用的能力について 

（自由討議） 

     ・渡辺委員プレゼンテーション 

・小杉委員プレゼンテーション 

 
○第 4回 平成 21 年 3 月 23 日(月) 11:00～13:00 

議題 （１）高等教育における職業教育の在り方について①（自由討議） 

（２）その他 

 
○第 5回 平成 21 年 4 月 14 日(火) 10:00～13:00 

議題 （１）高等教育における職業教育の在り方について② 

企業の人事担当者等からのヒアリング 

 ・キャノン株式会社人事本部採用センター所長 稲塚 俊一氏 

 ・イオンリテール株式会社人事部長      二宮 大祐氏 

 ・株式会社クオリティ・オブ・ライフ社長   原  正紀氏 

     （２）自由討議 

（３）その他 
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○第 6回 平成 21 年 4 月 30 日(木) 17:00～19:00 

議題 （１）後期中等教育における職業教育の在り方について①（自由討議） 

     ・荒瀬委員プレゼンテーション 

        ・千葉商科大学教授 鹿嶋研之助氏 プレゼンテーション 

（２）その他 

        
○第 7回 平成 21 年 5 月 12 日(火) 13:00～16:00 

議題 （１）後期中等教育における職業教育の在り方について②（自由討議） 

（２）これまでの議論を踏まえた全体討議 

（３）その他 

 

○第 8回 平成 21 年 5 月 27 日(水) 15:00～18:00 

議題 （１）これまでの議論を踏まえた全体討議 

（２）その他 

 

○第 9回 平成 21 年 6 月 12 日(金) 14:00～16:00 

議題 （１）今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について 

      ・厚生労働省 姉崎職業能力開発局総務課長 プレゼンテーション 

      ・経済産業省 新川経済産業政策局産業人材政策室長 プレゼンテーション 

（２）その他 

 
○第 10 回 平成 21 年 6 月 22 日(月) 13:00～15:00 

議題 （１）今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について 

             ・和歌山大学教授 佐藤 史人氏 プレゼンテーション 

（２）その他 

        

○第 11 回 平成 21 年 6 月 29 日(月) 13:00～15:00 

議題 （１）今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について 

（２）その他 

 

○第 12 回 平成 21 年 7 月 15 日(水) 16:00～18:00 

議題 （１）今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について 

（２）その他 
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（参考）視察先一覧 

 

＜高等学校＞ 

○ 東京都立本所高等学校（普通科）   平成 21 年 4 月 23 日（木） 

○ 千葉県立幕張総合高等学校（看護科）  平成 21 年 4 月 24 日（金） 

○ 東京都立晴海総合高等学校（総合学科） 平成 21 年 5 月 21 日（木） 

 

＜高等専修学校＞ 

○ 国際理容美容専門学校    平成 21 年 4 月 24 日（金） 

 

＜大学・短期大学＞ 

○ 大妻女子大学・短期大学部    平成 21 年 5 月 13 日（水） 

 

＜高等専門学校＞ 

○ 東京工業高等専門学校    平成 21 年 4 月 21 日（火） 

 

＜専門学校＞ 

○ 日本工学院八王子専門学校    平成 21 年 4 月 21 日（火） 

 

＜その他＞ 

○ キッザニア東京    平成 21 年 4 月 15 日（水） 
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キャリア教育・職業教育特別部会作業部会について

◎：座長【作業部会委員】

（ ） （ ）特別部会委員 ５０音順 敬称略

荒 瀬 克 己 京都市立堀川高等学校長

荻 上 紘 一 独立行政法人大学評価・学位授与機構教授

◎ 木 村 孟 東京都教育委員会委員長、東京工業大学名誉教授

小 杉 礼 子 独立行政法人労働政策研究・研修機構統括研究員

佐 藤 義 雄 社団法人全国工業高等学校長協会理事長、山形県立山形工業高等学校長

寺 田 盛 紀 名古屋大学大学院教育発達科学研究科教授

吉 本 圭 一 九州大学大学院人間環境学研究院教授

渡 辺 三枝子 立教大学大学院特任教授、筑波大学キャリア支援室シニアアドバイザー

（専門委員）

稲 永 由 紀 筑波大学・大学院ビジネス科学研究科（大学研究センター）講師

上 村 多恵子 京南倉庫株式会社代表取締役社長、京都経済同友会常任幹事、

学校法人ノートルダム女学院理事

鹿 嶋 研之助 千葉商科大学商経学部教授

川 嶋 太津夫 神戸大学大学教育推進機構教授

菊 池 武 剋 東北大学名誉教授、日本キャリア教育学会長

今 野 雅 裕 政策研究大学院大学教授・学長特任補佐

下山田 伸一郎 神奈川県教育委員会学校教育担当部長

辰 巳 哲 子 株式会社リクルートワークス研究所キャリア教育チーム主任研究員

千 葉 吉 裕 東京都立晴海総合高等学校教諭・キャリアカウンセラー、全国高

等学校進路指導協議会事務局長

【開催実績】

第１回 平成２１年４月１０日

第２回 ４月１７日

第３回 ５月 １日

第４回 ５月２２日

第５回 ５月２９日

第６回 ６月 ８日

第７回 ６月１７日
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